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町
政
を
問
う

一般質問
金　長　秀　範　議員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９

１．城里町全般について

２．道の駅かつらの新たな名産品・特産品開発について

３．小中学校の統合について

綿　引　静　男　議員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

１．沢山診療所（歯科）について

２．子ども議会について

３．道の駅の入札差金について

加 藤 木　　直　議員‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

１．要望書提出による議会への影響について

２．管理職手当に関する不公平の是正について

藤　咲　芙美子　議員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

１．広報紙の配付は前提として全世帯へ

２．会計年度任用職員の待遇改善を

今回４名が質問し、今回４名が質問し、
その要約を掲載しました。その要約を掲載しました。

「町政を問う」の掲載記事は、質問者本人の「町政を問う」の掲載記事は、質問者本人の
寄稿によるものです。寄稿によるものです。

次ページからの、顔写真下のＱＲコードを
スマートフォンなどで読み込むと、一般質問
時の動画が視聴できます。
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こちらから
動画が視聴できます

金
か ね

長
な が

　秀
ひ で

範
の り

　議員

城里町全般について

《町長》ビーフラインは今年度開通の予定

金
長　
国
道
123
号
の
整
備
状
況

は
。

町
長　

那
珂
西
下
は
現
在
の
改

良
工
事
が
終
了
後
、
次
の
工
事
を

発
注
完
了
す
れ
ば
拡
幅
完
了
予

定
。
桂
地
区
の
修
繕
は
要
望
済
で

来
年
度
以
降
、
舗
装
の
打
ち
替
え

を
期
待
す
る
。

金
長　
ビ
ー
フ
ラ
イ
ン
バ
イ
パ

ス
の
開
通
時
期
は
。

町
長　

今
年
度
内
に
契
約
工
期

は
完
了
予
定
。

金
長　

県
道
246
号
錫
高
野
石
塚

線
の
整
備
計
画
は
。

町
長　

現
在
改
良
工
事
事
業
は

行
わ
れ
て
い
な
い
。

金
長　
う
ぐ
い
す
の
里
の
進
捗

状
況
は
。

町
長　

タ
イ
ケ
ン
学
園
と
は
合

意
に
至
ら
ず
、
町
内
企
業
に
も
お

断
り
さ
れ
た
。
引
き
続
き
活
用
し

た
い
と
い
う
事
業
主
体
の
募
集
を

続
け
る
。

金
長　

空
庵
の
よ
う
な
超
小
集

電
を
利
用
し
た
木
造
建
物
を
建
設

し
フ
ル
ー
ツ
や
野
菜
の
加
工
所
及

び
直
売
所
、
壊
れ
た
ま
ま
の
展
望

風
呂
は
簡
易
的
な
東
屋
風
の
展
望

足
湯
ゾ
ー
ン
に
改
装
し
、
う
ぐ
い

す
の
里
を
中
間
拠
点
に
し
た
町
全

体
の
活
性
化
・
観
光
誘
客
構
想
を

提
案
す
る
。

金
長　

県
事
業
の
常
陸
国
ロ
ン

グ
ト
レ
イ
ル
と
御
前
山
か
ら
山
桜

方
面
へ
の
連
結
構
想
の
進
捗
状
況

は
。

町
長　

７
月
に
赤
沢
富
士
周
辺

三
か
所
の
眺
望
改
善
を
行
っ
た
。

県
や
関
係
部
署
と
も
連
携
を
強
化

し
整
備
を
進
め
る
。

金
長　

新
道
の
駅
か
つ
ら
の
目

玉
は
何
か
。

町
長　

茶
の
里
ら
し
く
茶
系
ス

イ
ー
ツ
。
古
内
茶
大
福
・
古
内
茶

ラ
テ
・
古
内
茶
モ
ン
ブ
ラ
ン
（
仮

称
）。
情
報
発
信
セ
ン
タ
ー
に
有

料
で
水
を
販
売
す
る
コ
ー
ナ
ー
の

設
置
。

金
長　

町
内
全
店
の
う
ど
ん
そ

ば
の
食
べ
比
べ
が
出
来
る
コ
ー
ナ

ー
。
か
つ
ど
ら
賞
味
期
限
１
分
な

ど
既
存
商
品
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
。
御
前
山
ダ
ム
や
藤
井
川
ダ
ム

の
カ
レ
ー
コ
ラ
ボ
や
、
御
前
山
大

橋
に
か
け
た
御
前
山
大
ハ
ヤ
シ
ラ

イ
ス
。
更
に
御
前
山
と
那
珂
川
の

名
水
『
皇こ

う
都と

』
と
名
付
け
た
新
名

産
品
の
開
発
・
シ
リ
ー
ズ
商
品
化

を
幾
つ
か
参
考
事
例
と
共
に
提
案

す
る
。

金
長　

今
後
の
方
針
・
見
解
を

再
度
伺
う
。

教
育
長　

懇
談
会
を
実
施
し
・
意

見
交
換
会
を
設
定
。
ど
の
よ
う
な

状
況
に
な
れ
ば
再
編
・
統
廃
合
の

本
格
的
な
検
討
に
着
手
す
る
か
な

ど
、
基
準
や
指
針
と
な
る
べ
き
も

の
を
想
定
し
た
熟
議
を
今
後
も
重

ね
て
ま
い
り
た
い
。

道
の
駅
か
つ
ら
の
新
た
な

名
産
物
・
特
産
品
開
発
に
つ
い
て

《
町
長
》
お
茶
系
ス
イ
ー
ツ
を
目
玉
に
し
た
い

　▲
◀KU-AN　－空庵－（常陸太田市）

小
中
学
校
の
統
合
に
つ
い
て

《
教
育
長
》

今
後
も
熟
議
を
重
ね
る ▲参考事例
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綿
わた

引
ひ き

　静
し ず

男
お

　議員

《町長》	収支はかなり改善することが
見込まれる

沢山診療所（歯科）について

こちらから
動画が視聴できます

▶
茨
城
三
大
銘
茶 

古
内
茶

綿
引　

今
年
の
春
か
ら
歯
科
医

師
が
変
わ
っ
た
が
、
患
者
数
や
診

療
報
酬
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
。
ま
た
、
年
間
収
支
見
込
み

は
。

町
長　

６
月
ま
で
の
３
ヶ
月
間

の
昨
年
比
で
、
患
者
数
は
27
％
増

の
１
，
６
２
６
人
、
診
療
報
酬
は

42
％
増
の
１
，
１
８
０
万
円
と
な

り
、
収
支
は
か
な
り
改
善
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
。

綿
引　

業
績
好
調
の
要
因
は
。

町
長　

患
者
が
、
医
療
技
術
や

接
客
に
高
い
評
価
を
し
て
い
る
。

長
年
続
い
て
き
た
患
者
を
し
っ
か

り
引
き
継
ぎ
な
が
ら
新
し
い
患
者

が
流
入
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。

綿
引　
七
会
診
療
所
も
沢
山
診

療
所
と
同
様
に
、
良
好
な
経
営
状

態
を
保
ち
な
が
ら
事
業
を
進
め
て

欲
し
い
。

た
め
に
今
な
に
を
す
る
べ
き
か
を

真
剣
に
考
え
て
い
る
か
ら
だ
と
思

う
。
そ
の
た
め
に
も
児
童
や
生
徒

た
ち
が
議
会
に
参
加
し
て
世
の
中

の
現
状
や
課
題
に
対
す
る
問
題
意

識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
だ
と
思

う
。

綿
引　

道
の
駅
建
設
工
事
の
予

算
に
対
し
て
執
行
見
込
額
は
。

町
長　

約
２
億
円
の
差
額
が
発

生
し
、
約
16
億
３
千
万
円
の
執
行

見
込
額
と
な
っ
て
い
る
。

綿
引　

入
札
差
金
は
原
則
と
し

て
他
の
事
業
に
転
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
協
議
の
上
で
処
理

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ど
の
よ
う

な
事
業
に
活
用
で
き
る
と
考
え
て

い
る
か
。

町
長　

国
の
補
助
金
に
つ
い
て

は
計
画
変
更
の
承
認
を
得
た
上

で
、
古
内
茶
大
福
や
古
内
茶
モ
ン

ブ
ラ
ン
な
ど
の
新
製
品
を
製
造
す

る
設
備
等
を
購
入
し
た
い
。ま
た
、

車
庫
や
倉
庫
の
建
築
費
に
も
充
当

し
た
い
。

綿
引　

新
・
道
の
駅
か
つ
ら
に

お
い
て
、
国
道
が
か
つ
て
な
い
ほ

ど
の
大
渋
滞
に
な
る
く
ら
い
、
大

賑
わ
い
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

綿
引　

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
あ

り
平
成
31
年
を
最
後
に
開
催
さ
れ

て
い
な
い
子
ど
も
議
会
に
つ
い

て
、
県
内
の
開
催
状
況
は
。

町
長　

県
内
で
28
の
市
町
村
に

お
い
て
開
催
さ
れ
て
い
る
。

綿
引　

子
ど
も
議
会
を
開
催
す

る
考
え
は
あ
る
か
。

町
長　

今
年
は
水
戸
桜
ノ
牧
高

校
常
北
校
生
徒
に
よ
る
高
校
生
議

会
と
し
て
復
活
さ
せ
た
い
。

綿
引　

最
近
、
若
者
た
ち
が
議

会
、
特
に
国
会
に
興
味
を
示
し
始

め
て
い
る
と
感
じ
る
。
そ
れ
は
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
し
て
正
し
い
情
報
を

得
た
人
た
ち
が
、
将
来
の
日
本
の

道
の
駅
の
入
札
差
金
に
つ
い
て

《
町
長
》
国
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
計
画
変
更
の
承
認
を
得
た
上
で
、

新
製
品
を
製
造
す
る
設
備
等
を
購
入
し
た
い
。

子
ど
も
議
会
に
つ
い
て

《
町
長
》
数
年
ぶ
り
に
高
校
生
議
会
と
し
て
復
活
さ
せ
た
い
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こちらから
動画が視聴できます

加
か

藤
と う

木
ぎ

　　直
ただし

　議員

要望書提出による
議会への影響について

《町長》 民主主義の健全な活動の一環だ

加
藤
木　

執
行
権
の
な
い
議
会
に

対
し
議
案
へ
の
要
望
書
は
自
由
な

審
議
、
判
断
に
少
な
か
ら
ず
の
影

響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が

か
。

町
長　

自
分
の
意
見
を
広
く
表

明
し
署
名
活
動
な
ど
を
、
町
長
や

議
決
権
の
あ
る
議
会
に
提
出
要
望

す
る
の
は
健
全
な
民
主
主
義
の
活

動
で
あ
り
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
。

加
藤
木　

背
後
に
行
政
か
ら
の
働

き
が
け
が
あ
る
と
す
れ
ば
二
元
代

表
制
の
根
幹
を
揺
る
が
す
も
の

だ
、
見
解
を
伺
う
。

加
藤
木　

町
職
員
の
処
遇
は
、
組

織
運
営
の
根
幹
を
支
え
る
重
要
な

要
素
だ
。
本
町
に
お
い
て
依
然
と

し
て
会
計
課
長
職
に
対
す
る
管
理

職
手
当
は
、
他
課
長
の
２
分
の
１

と
い
う
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
過

去
２
回
、
議
員
発
議
に
お
い
て
是

正
を
求
め
決
議
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
改
善
は
な
い
。
低
額

に
留
ま
っ
て
い
る
理
由
を
伺
う
。

総
務
課
長　

町
給
与
に
関
す
る

規
則
に
お
い
て
管
理
職
の
職
責
に

応
じ
て
適
正
に
反
映
し
て
い
る
と

認
識
し
て
い
る
。

加
藤
木　

こ
の
状
況
を
続
け
る
と

職
員
の
士
気
に
与
え
る
影
響
は
大

き
い
と
思
う
。
議
会
の
２
度
の
決

議
に
つ
い
て
も
ど
の
よ
う
に
思
わ

れ
て
い
る
の
か
。
是
正
す
る
考
え

は
な
い
の
か
伺
う
。

町
長　

議
会
の
議
決
を
尊
重
す

べ
き
と
い
う
事
だ
が
、
議
会
の
権

限
と
町
長
の
権
限
が
あ
り
町
部
局

内
部
に
関
す
る
事
は
、
議
会
か
ら

言
わ
れ
て
も
そ
の
ま
ま
反
映
す
べ

き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

加
藤
木　

平
行
線
だ
。
町
民
の
た

め
に
な
る
よ
う
な
組
織
づ
く
り
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

町
長　

要
望
書
の
１
件
は
２
年

前
の
全
協
審
議
時
に
何
度
も
質
問

さ
れ
説
明
で
き
な
く
苦
し
か
っ

た
。
今
回
同
様
の
事
業
な
の
で
、

私
か
ら
要
望
書
の
提
出
を
お
願
い

し
た
。
他
の
２
件
は
私
も
運
営
委

員
会
で
一
緒
に
議
論
し
て
い
る
。

目
的
は
、
予
算
審
議
の
透
明
化
の

た
め
に
必
要
だ
と
い
う
判
断
で
要

望
書
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
の

で
、
後
ろ
指
を
刺
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。

加
藤
木　

今
回
の「
道
の
駅
建
設
」

に
対
し
反
対
者
は
一
人
も
い
な

い
。
も
っ
と
良
く
し
よ
う
と
言
う

建
設
的
反
対
だ
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
町
長
が
関
わ
り
町
民
の
意
思
で

あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
議
案
を
通

し
て
し
ま
う
悪
質
な
行
為
で
は
な

い
か
。

町
長　

要
望
書
と
言
う
の
は
決

し
て
悪
質
性
と
い
う
も
の
は
な

く
、
民
主
主
義
の
健
全
な
活
動
の

一
環
だ
。

管
理
職
手
当
に
関
す
る
不
公
平
の
是
正
に
つ
い
て

《
総
務
課
長
》
職
責
に
応
じ
て
適
正
に
反
映
し
て
い
る
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藤
ふじ

咲
さ く

　芙
ふ

美
み

子
こ

　議員

《総務課長》  3,000万円の費用が掛かる

広報紙は全戸配布にすべき

こちらから
動画が視聴できます

藤
咲　

広
報
紙
の
役
割
は
地
域

住
民
の
命
や
暮
ら
し
に
必
要
な
情

報
を
正
し
く
伝
え
、
地
域
住
民
の

関
心
や
参
加
を
高
め
る
こ
と
だ

が
、
全
住
民
に
配
布
さ
れ
ず
、
当

町
の
情
報
提
供
に
不
公
平
感
を
感

じ
る
。
全
世
帯
の
約
半
数
で
あ
る

自
治
会
加
入
世
帯
に
は
届
く
が
、

約
半
数
の
住
民
に
は
公
共
機
関
、

商
店
街
な
ど
か
ら
と
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
も
の
だ
。
い
の
ち
・
暮
ら

し
を
守
る
広
報
紙
は
毎
月
定
期
的

に
全
戸
配
布
す
べ
き
だ
。

総
務
課
長　

配
布
方
法
は
指
摘

の
と
お
り
。
そ
の
他
に
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
、
必
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
個
別
通
知
も
し

て
い
る
。

藤
咲　

冊
子
で
定
期
的
に
配
布

さ
れ
、
福
祉
、
教
育
な
ど
必
要
な

情
報
が
伝
わ
る
、
住
民
の
安
全
安

心
な
住
み
や
す
い
町
に
す
る
た
め

全
戸
配
布
を
。

総
務
課
長　

戸
別
配
布
だ
と
３
，

０
０
０
万
円
の
費
用
が
掛
か
る
。

藤
咲　

ほ
し
い
人
に
手
を
挙
げ

て
も
ら
う
こ
と
や
、
高
齢
者
で
情

報
が
と
れ
な
い
人
に
だ
け
で
も
戸

別
配
布
の
希
望
を
取
れ
る
は
ず

だ
。

総
務
課
長　

指
摘
の
と
お
り
、

今
年
度
よ
り
再
任
用
回
数
の
上
限

撤
廃
を
実
施
し
て
い
る
。

藤
咲　

会
計
年
度
任
用
職
員
の

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
当
町
で
も

令
和
６
年
６
月
か
ら
支
給
と
な
っ

た
が
、
条
例
の
改
正
が
あ
り
「
期

末
手
当
」を「
期
末
・
勤
勉
手
当
」

に
改
め
72.5
％
に
減
額
、
勤
勉
手
当

を
52.5
％
に
抑
制
を
し
て
し
ま
っ

た
。
何
の
た
め
の
勤
勉
手
当
な
の

か
町
政
が
問
わ
れ
る
。

総
務
課
長　

細
か
な
通
告
が
な

か
っ
た
た
め
回
答
で
き
な
い
。

藤
咲　

会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
は
正
職
員
と
の
格
差
が
大
き

い
。
そ
れ
で
も
住
民
の
福
祉
の
向

上
に
責
任
を
も
っ
て
職
務
に
当
た

っ
て
い
る
。
適
正
な
運
用
に
つ
い

て
総
務
省
か
ら
数
回
の
通
知
が
来

て
い
る
は
ず
だ
。
通
知
を
受
け
止

め
改
善
を
求
め
る
。

藤
咲　

町
民
の
命
と
暮
ら
し
を

支
え
る
職
員
の
３
人
に
１
人
は
会

計
年
度
任
用
職
員
が
働
い
て
お

り
、
年
収
２
０
０
万
円
未
満
で
８

割
は
女
性
が
担
っ
て
い
る
。ま
た
、

い
つ
雇
用
を
外
さ
れ
る
か
常
に
不

安
を
抱
え
て
い
る
。
再
任
用
回
数

の
上
限
撤
廃
は
総
務
省
か
ら
も
通

知
が
あ
る
。
撤
廃
を
求
め
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

《
総
務
課
長
》
本
年
度
よ
り
任
用
年
数
を
撤
廃
し
た

会計年度任用職員の給与・報酬について
総務省の通知 主な内容（一部抜粋）

令和５年
６月９日
１回目

勤勉手当の支給に対する基本的な考え方として、「単
に財政上の制約のみを理由として勤勉手当支給に抑
制を図ることや、新たに勤勉手当を支給する一方で
給料、報酬や期末手当について抑制を図ることは改
正法の趣旨に沿わない」

令和５年
12月27日
２回目

前通知の内容に加え、「こうした取り扱いを行ってい
る団体は適切な措置を講ずること」会計年度任用職
員の勤勉手当の支給等に伴い必要となる財源につい
ては本年12月22日に公表された「令和６年度地方
財政対策のポイント及び概要」で示されたとおり、
確保される見込みとなった。

令和６年
12月27日
３回目

前通知の内容に加え、給与改定に伴い必要となる財
源については本年11月29日に公表された「令和６
年度補正予算に伴う対応等について」で示された通
り、確保されているところ。

城里町の会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例の一部改正

令和６年城里町条例第４号（一部抜粋）
第１条　城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
の一部を次のように改正する。
第３条第１項中「期末手当」を「期末手当及び勤勉手当」に改める。
第15条第２項中「100分の125」を「100分の72.5」に改め、
同条の次に次の1条を加える。（以下省略）
（勤勉手当）
第24条の２　給与条例第21条の規定は、任期が６月以上のパー
トタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、
同条第２項中「100分の102.5」とあるのは「100分の52.5」と、
（以下省略）


